
項目

状況把握

↓

現地調査

↓

空家の評価
・特定空家等又は管理不
全空家等の認定の対象と
なるか。
＜根拠規定：法2②・13
①、規則22（協議会の基
準作成）＞

→
緊急安全措置
＜根拠規定：条例8①②、規
則14①＞

→
費用請求・滞納処分
＜根拠規定：条例8③、規則
14②③・16＞

↓ ↓

空家所有者の調査
＜根拠規定：法9①・10
①③＞

空家の固定資産税納税義務
者が存在

↓ ↓ ↓

空家の所有者（相続人）の
調査
＜根拠規定：法9①・10
①③＞

↓
空家の所有者（相続人）等が

存在
空家の所有者（相続人）等が
不存在

↓ ↓ ↓

空家の固定資産税納税義務
者に指導

↓ ↓

（土地所有者と苦情申立人
にも指導した旨の連絡）

↓ ↓

（空家物所有者及び土地所
有者には、固定資産税の住
宅用地の優遇措置の解除を
予告）

↓ ↓

↓ ↓ ↓

↓

↓

↓ → ↓

↓

↓ ↔ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

認定
特定空家等の認定
＜根拠規定：法2②＞

管理不全空家等の認定
＜根拠規定：法13①＞

特定空家等の認定
（略式代執行で対応）
＜根拠規定：法2②、22⑩＞

特定空家等の認定など
（相続財産管理制度等で対
応）
＜根拠規定：規則1④、５＞

↓ ⇊ ↓ ↓

　法：空家等対策の推進に関する特別措置法

　条例：越前市空家等の適切な管理に関する条例

　規則：越前市空家等の適切な管理に関する規則

定義

適切な管理が行われていない空家等の対応フロー図

行政指導（２回目）
内容は、１回目と同じ
＜根拠規定：法4①＞

空家の固定資産税納税義務者が不存在

空家の所有者（相続人全員）に指導

（土地所有者と苦情申立人にも指導した旨の連絡）

（空家所有者及び土地所有者には、固定資産税の住宅用地の
優遇措置の解除を予告）

市職員の現地調査
＜根拠規定：法9①、規則3＞

地域住民からの相談／市の空き家調査等
＜根拠規定：条例5・6①＞

行政指導（１回目）
次の周知
・悪影響部分の改善依頼
・事故ある場合の所有者
責任の教示
・不動産業者（空家（跡地）
売却）の案内
＜根拠規定：法4①＞

評価票の作成（基準に基づく評価）



指導
＜根拠規定：法13①・22
①、規則4①・6②＞

↓ ↓

↓ ⇊ ↓ ↓

区長等への氏名等提供
＜根拠規定：条例7②③、
規則11＞

↓ ↓

↓ ⇊ ↓ ↓

勧告
＜根拠規定：法13②・22
②、規則4②・7①＞

↓ ↓

↓

↓ → ↓

↓ ↓ ↓ ↓

命令前の通知
＜根拠規定：法22④⑤
⑥、規則8＞

「特定空家等」について、命
令に係る事前の通知書の送
付

（「特定空家等」について、緊
急に除却、修繕等を行う必
要がある場合）
＜根拠規定：法22⑪、規則
12＞

↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

命令
＜根拠規定：法22③⑬⑭
⑮、規則9＞

命令書の送付・公示

（周囲に与える悪影響の度合
いが少ない空家等について
は、２～４回程度命令を行う
ことができる。）

↓
公告
＜根拠規定：法22⑩、規則
13＞

裁判所への申立て
＜根拠規定：規則1④、５＞

↓ ↓ ↓ ↓

氏名公表
＜根拠規定：条例７①③、
規則10＞

命令に従わない者の氏名公
表

↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

戒告
＜根拠規定：行政代執行
法3①、規則12＞

戒告書の送付 ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

代執行令書
＜根拠規定：行政代執行
法3②、規則12＞

代執行令書の送付・代執行
の実施の予告

↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

代執行
＜根拠規定：行政代執行
法2＞

代執行の実施 ← ↓
略式代執行
＜根拠規定：法22⑩＞

相続財産管理制度等（清算
人の解体と土地の売却等）

↓ ↓ ↓

建物所有者（相続人全員）に指導・建物所有者及び土地所有者
に固定資産税の住宅用地の優遇措置の解除を予告

（事前の助言の回数が少なく、周囲に与える悪影響の度合いが
少ない空家等については、２～４回程度指導を行うことができ
る。）

正当な理由がなく指導に従わない空家の所有者の住所氏名に
ついて、請求に基づき、区長、近隣住民等に提供

建物所有者（相続人全員）に勧告・税務課に勧告した旨を連絡
（固定資産税の住宅用地の優遇措置の解除）
＜根拠規定：規則4③・7②＞



空家所有者の生活困窮度
措置について、自主的対応
が可能な者

→

生活保護受給者やこれに準
ずる者など
＜根拠規定：地方税法15の
7①＞

↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

費用請求
＜根拠規定：行政代執行
法5＞

請求書の送付 ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

滞納処分
＜根拠規定：地方自治法
231の3③、規則15＞

督促状の送付 ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

財産調査
＜根拠規定：地方自治法
231の3③（地方税の滞
納処分の例）＞

預貯金等の調査 ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

差押え
＜根拠規定：地方自治法
231の3③（地方税の滞
納処分の例）＞

財産差押え ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

国費充当
＜根拠規定：住宅市街地
総合整備事業制度要綱
（国土交通省事務次官通
知）第25⑦二イ＞

費用回収不能分の１／２国費
充当

費用回収不能分の１／２国費
充当

１／２国費充当


